
 　月次運用 　月次運用 　月次運用 　月次運用レポートレポートレポートレポート (基準日基準日基準日基準日：：：：2011年年年年12月月月月30日日日日)

損保損保損保損保ジャパンジャパンジャパンジャパン－－－－フォルティスフォルティスフォルティスフォルティス・・・・トルコトルコトルコトルコ株式株式株式株式オープン オープン オープン オープン （（（（愛称愛称愛称愛称：：：：メルハバメルハバメルハバメルハバ））））
追加型投信／海外／株式

ごごごご購入購入購入購入にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、投資信託説明書投資信託説明書投資信託説明書投資信託説明書（（（（交付目論見書交付目論見書交付目論見書交付目論見書））））をををを十分十分十分十分におにおにおにお読読読読みくださいみくださいみくださいみください。。。。

当資料中の運用実績に関する数値、グラフ等は、すべて過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

当ファンドの特色
１．中長期的に信託財産の着実な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行うことを基本とします。
２．ファミリーファンド方式で運用します。
３．実際のトルコ株式の運用は、BNPパリバ アセットマネジメント エス・エイ・エスが担当します。

＜委託会社＞[ファンドの運用の指図を行う者] 

 

 

商号等   ： 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 

           金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第 351 号） 

加入協会 ： 社団法人投資信託協会 

           社団法人日本証券投資顧問業協会 

照会先   ： ホームページアドレス http://www.sjnk-am.co.jp/ 

           TEL.03(5290)3519 ●営業部 

＜受託会社＞[ファンドの財産の保管及び管理を行う者] 

みずほ信託銀行株式会社 

（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社） 
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(基準日基準日基準日基準日：：：：2011年年年年12月月月月30日日日日)

(注１) 基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして委託会社にて計

算しており、実際の騰落率とは異なります（以下同じ）。 

(注２) 基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）の計算において信託報酬（純資産総額に対して 1.995％（税込み））

は控除されております（以下同じ）。 

(注３) 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。 

(注４) 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投

資)のグラフが重なって表示される場合があります。 

主要主要主要主要なななな資産資産資産資産のののの状況状況状況状況((((マザーファンドマザーファンドマザーファンドマザーファンド))))

年間収益率年間収益率年間収益率年間収益率のののの推移推移推移推移((((暦年暦年暦年暦年ベースベースベースベース))))

業種別構成比率業種別構成比率業種別構成比率業種別構成比率((((対純資産対純資産対純資産対純資産))))

期間別騰落率期間別騰落率期間別騰落率期間別騰落率

　　　　基準価額基準価額基準価額基準価額・・・・純資産純資産純資産純資産のののの推移推移推移推移

構成比率構成比率構成比率構成比率((((対純資産対純資産対純資産対純資産))))

組入上位組入上位組入上位組入上位１０１０１０１０銘柄銘柄銘柄銘柄

構成比率構成比率構成比率構成比率((((対純資産対純資産対純資産対純資産))))

分配分配分配分配のののの推移推移推移推移（（（（1111万口当万口当万口当万口当たりたりたりたり、、、、税引前税引前税引前税引前））））

運用実績運用実績運用実績運用実績

基準価額 6,682円

純資産総額 66.39億円
(注) 基準価額は、分配控除後です。 

損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式マ

ザーファンド
96.91%

コール・ローン等 3.09%

合計 100.00%
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純資産総額(右軸) 基準価額(左軸)

基準価額(税引前分配金再投資)(左軸)

当ファンド

過去1ヵ月間 -4.12%

過去3ヵ月間 -12.32%

過去6ヵ月間 -29.79%

過去1年間 -34.91%

過去3年間 40.44%

過去5年間 -32.12%

設定来 -21.33%

(注１) ファンドの騰落

率は、基準価額

（税引前分配金

再投資）を使用

して計算してお

ります。 

(注２) 設定来のファン

ド 騰 落 率 は 、

10,000 を基準と

して計算してお

ります。 

年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

騰落率 15.89 53.66 -68.54 96.97 9.53 -34.91

(注1) ファンド騰落率は、基準価額(税引前分配金再投資)を使用して算出しておりま す。

(注2) 2006年は設定日(2006年05月31日)を10,000とし年末ま でのも の、2011年は年初から基準日ま での騰落率です。

(注3) 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりま せん。
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2007年01月 1,000円

2008年01月 1,000円

2009年01月 0円

2010年01月 0円

2011年01月 0円

設定来累計 2,000円

(注１) 直近 5 期分の分配

実績を記載してお

ります。 

(注２) 収益分配金額は委

託会社が決定しま

す。分配を行わな

いこともあります。 

株式 95.78%

投資証券 2.19%

コール・ローン等 2.03%

合計 100.00%
34.3%
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8.1%

8.4%

2.0%

金融

生活必需品

資本財・サービス

電気通信サービス

エネルギー

その他

コール・ローン等

銘柄名 通貨 発行国/地域 業種 純資産比

1 TURKIYE GARANTI BANKASI トルコ・リラ トルコ 金融 8.6%

2 ANADOLU EFES BIRACILIK VE トルコ・リラ トルコ 生活必需品 8.5%

3 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS トルコ・リラ トルコ 生活必需品 8.2%

4 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE トルコ・リラ トルコ エネルギー 8.1%

5 TURKIYE IS BANKASI-C トルコ・リラ トルコ 金融 5.2%

6 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS トルコ・リラ トルコ 資本財・サービス 5.1%

7 AKBANK T.A.S. トルコ・リラ トルコ 金融 5.0%

8 KOC HOLDING AS トルコ・リラ トルコ 資本財・サービス 4.9%

9 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS トルコ・リラ トルコ 電気通信サービス 4.8%

10 KOZA ALTIN ISLETMELERI AS トルコ・リラ トルコ 素材 4.7%

銘柄数 25銘柄
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損保損保損保損保ジャパンジャパンジャパンジャパン----フォルティスフォルティスフォルティスフォルティス・・・・トルコトルコトルコトルコ株式株式株式株式マザーファンドマザーファンドマザーファンドマザーファンド

基準価額基準価額基準価額基準価額・・・・純資産純資産純資産純資産のののの推移推移推移推移 期間別騰落率期間別騰落率期間別騰落率期間別騰落率

マーケットマーケットマーケットマーケット動向動向動向動向

トルコトルコトルコトルコ・・・・リラリラリラリラ　　　　為替為替為替為替レートレートレートレート推移推移推移推移 主要株式指数主要株式指数主要株式指数主要株式指数　　　　推移推移推移推移

トルコトルコトルコトルコ・・・・リラリラリラリラ　　　　為替為替為替為替レートレートレートレート騰落率騰落率騰落率騰落率 主要株式指数主要株式指数主要株式指数主要株式指数　　　　騰落率騰落率騰落率騰落率

※リラ騰落率がプラスの場合は円安リラ高、マイナスの場合は円高リラ安となります。
※投資信託協会からの情報をもとに委託会社が作成

(注)当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。 

※当ファンドのベンチマークは、平成 23 年 6 月 1 日付で廃止となっております。 

 

イスタンブール・ナショ ナル100種指数

2011年11月30日 54,517.76

2011年12月30日 51,266.62

騰落率 -5.96%

出所：Bloomberg
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イスタンブール・ナショナル100種指数

円/リラ

2011年11月30日 42.32

2011年12月30日 40.57

リラ騰落率 -4.14%
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マザーファ ンド純資産総額(右軸) マザーファ ンド基準価額(左軸)

マザーファンド

過去1カ月間 -4.08%

過去3カ月間 -12.26%

過去6カ月間 -29.86%

過去1年間 -34.63%

過去3年間 48.53%

過去5年間 -26.76%

設定来 -13.88%

（注） 設定来のファンド騰落率は、設定期首

である 10,000 円を基準として計算して

おります。 
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ファンドマネージャーファンドマネージャーファンドマネージャーファンドマネージャーののののコメントコメントコメントコメント

○○○○先月先月先月先月のののの市場動向市場動向市場動向市場動向    
12 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は前月比-5.96％（現地通貨ベー

ス）の下落となりました。 
トルコ株式は、欧州連合（EU）首脳会議で議論される欧州債務問題の対応策への期待から、底堅く

推移して始まりました。しかし、8 日に欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が ECB の国債購入策拡大の可
能性を否定する発言を行ったことなどから、株式市場は下落に転じました。その後も、複数の格付け会
社がユーロ圏諸国の格下げの可能性を改めて示唆したことや商品相場の下落などを背景に、軟調な
地合いが継続しました。22 日、トルコ中央銀行は、現行の政策金利を維持するとともに、中期的なイン
フレ見通しが確実になるまで当面引き締めスタンスの維持が必要であることを示唆し、28 日にはバシュ
チュ中央銀行総裁が、柔軟性の高い現行の金融政策を継続することを改めて表明したことが嫌気され、
トルコリラの対ドル相場が史上最安値を更新するとともに、株式市場も再び売られる展開となりました。 

 
 

○○○○先月先月先月先月のののの運用状況運用状況運用状況運用状況    
12 月のマザーファンドは-4.08％と下落しました。多くの銘柄でマイナス寄与となり、特に金融セクタ

ーや素材セクターが大きなマイナス寄与となりました。 
個別銘柄では、金鉱会社の KOZA ALTIN が金価格下落の影響から大幅に値下がりし、金融政策の

不透明感が払拭されないことなどから開発銀行の TURKIYE SINAI KALKINMA BANK なども下落しま
した。一方、ビールメーカーの ANADOLU EFES は東欧・ロシアへの販売拡大が評価され上昇しまし
た。 

当ファンドは、12 月は大幅なポートフォリオ変更を行いませんでした。金融セクターをはじめ、金利・
為替変動の影響を受けやすい銘柄に対し、特に注意を払いました。 

 
    
○○○○今今今今後後後後のののの見通見通見通見通しししし    

トルコ経済の高成長は物価上昇と経常赤字の拡大を伴っており、今後も金融引き締めが続くことが
予想されることから金融セクターの収益が引き続き圧迫されると考えています。また、トルコリラの変動も
大きなリスク要因です。今後も金利と為替の変動から大きな影響を受ける銘柄の組入れ比率を減らす
一方、堅調な国内消費に支えられる消費関連銘柄を強気にみています。 

 
(運用委託会社からの情報に基づき損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントが作成） 
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≪≪≪≪基準価額基準価額基準価額基準価額のののの変動要因変動要因変動要因変動要因≫≫≫≫

詳細詳細詳細詳細についてはについてはについてはについては、、、、投資信託説明書投資信託説明書投資信託説明書投資信託説明書（（（（交付目論見書交付目論見書交付目論見書交付目論見書））））をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて
投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落に
より、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

◆クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の6）の適用はありません。

◆◆◆◆価格変動価格変動価格変動価格変動リスクリスクリスクリスク

≪≪≪≪そのそのそのその他他他他ののののリスクリスクリスクリスク・・・・留意点留意点留意点留意点≫≫≫≫

株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンド
の基準価額が下落する要因となります。

◆◆◆◆信用信用信用信用リスクリスクリスクリスク
株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあり
ます。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合
があります。

◆◆◆◆流動性流動性流動性流動性リスクリスクリスクリスク

外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為替レートは、各国の政
治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の
為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

◆マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場
合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。

◆運用委託先に関わる留意点
トルコ株式等の運用委託先の運用担当者、運用体制、組織等に大きな変更がある場合は、委託先の変更やファンドの運営
が困難になる等の可能性があります。

国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあ
ります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落
する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買と
なり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

◆◆◆◆カントリーリスクカントリーリスクカントリーリスクカントリーリスク
一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内外の政治・経済情勢、
取引制度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さいこと等から有価証券等の価格がより大きく変
動することがあり、ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。

◆◆◆◆為替変動為替変動為替変動為替変動リスクリスクリスクリスク

投資投資投資投資リスクリスクリスクリスク
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委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判
断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態による市
場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断し
たときは、購入・換金の申込を中止すること、及び既に受付けた当該申込を取り消すことができるものとします。

購入・換金申込受
付の中止及び取
消し

運用報告書
原則、毎決算時及び償還時に、運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じて交付しま
す。

課税関係

繰上償還
受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合、繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、またはや
むを得ない事情が発生したときは、繰上償還させることがあります。

課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

公告

決算日 原則1月25日。（休業日の場合は翌営業日）

日本経済新聞に掲載します。

信託金の限度額 2,000億円

購入単位
販売会社が定める単位
※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額

換金代金

換金請求受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いします。
※取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォ
ルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等。以下同じ。）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情
により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、換金代金の支払いを延期する場合があります。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入代金 販売会社が定める日までにお支払いください。

換金単位
販売会社が定める単位
※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

換金価額

毎決算時（年1回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
※分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。販売会社によっては、どちらか一
方のみのお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。

収益分配

イスタンブール証券取引所の休業日および半日休業日ならびにイスラム暦に基づくトルコの休日（砂糖祭と犠牲祭）の期間お
よび当該期間開始日より4営業日前までの期間

申込不可日

換金制限
いずれかの解約日において解約請求の口数の合計が、その解約日における受益権の総口数の10％を超える場合、委託会
社の裁量で全部または一部の解約に制約を設けることができます。また、ファンドの資金管理を円滑に行うため、金融市場の
状況によっては、1日1件1億円を超える換金のお申込みにはご対応できない場合があります。

信託期間
平成28年1月25日まで（設定日　平成18年5月31日）
※委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。

原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせくださ
い。）

申込締切時間

おおおお申込申込申込申込メモメモメモメモ
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・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期時期時期時期 項目項目項目項目

・税金は表に記載の時期に適用されます。

その他の費用・
手数料

◆監査報酬
ファンドの日々の純資産総額に定率（年0.00735％（税抜0.0070％））を乗じた額とします。但し、実際の費用額（年間26.25
万円（税抜25万円））を上限とします。なお、上限額は変動する可能性があります。
◆その他の費用（＊）
・ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
・ 売買委託手数料に対する消費税等相当額
・ 先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用
・ 外国における資産の保管等に要する費用
・ 信託財産に関する租税
・ 受託会社の立替えた立替金の利息　等
（＊）「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができませ
ん。

※上記は、平成23年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

税金税金税金税金

分配時 所得税及び地方税

所得税及び地方税

配当所得として課税
普通分配金に対して10％

譲渡所得として課税
換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して10％

換金（解約）時
及び償還時

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.995％（税抜1.90％）を乗じた額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および
毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
※委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託した、ＢＮＰパリバ アセットマネジメント エス・エイ・
エスへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、当ファンドの信託財産に属するマザーファンドの時価総額に当
該計算期間を通じ、毎日、年率0.70％を乗じた額とします。

（委託会社） 年率1.155％（税抜1.10％）

投資者が直接的に負担する費用

※当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができま
せん。

（販売会社） 年率0.735％（税抜0.70％）

（受託会社） 年率0.105％（税抜0.10％）

購入時手数料
購入価額に3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。
※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

信託財産留保額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額です。

当資料当資料当資料当資料のおのおのおのお取扱取扱取扱取扱いについてのごいについてのごいについてのごいについてのご注意注意注意注意

◆当資料は損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類では
ありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時に
お渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認下さい。 

◆当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合には、
為替リスクがあります。投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が
保証されているものではありません。 

◆信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお
願い申し上げます。 

◆投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 
◆登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 
◆ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、現時点での投資判断を示したものであり、将来の市

況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の市況環
境の変動等を保証するものではありません。 

◆当資料に記載されている各事項は、現時点または過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありませ
ん。分配金に関しては、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。 

◆当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので、誤差が生じている場合があります。 
◆当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。当資

料に記載の当社意見等は予告なく変更することがあります。 
 

税金税金税金税金

手数料等手数料等手数料等手数料等
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●●●●販売会社販売会社販売会社販売会社（（（（順不同順不同順不同順不同、、、、○○○○はははは加入協会加入協会加入協会加入協会をををを表表表表すすすす））））

販売会社名 区分 登録番号
日本証券業

協会

社団法人

日本証券

投資顧問業

協会

社団法人

金融先物

取引業

協会

一般社団法人

第二種金融

商品取引業

協会

備考

エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号 ○ ○

株式会社エコ・プランニング証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第39号 ○ ※１

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○

カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号 ○ ○

極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第65号 ○ ○

むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号 ○ ○

東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第121号 ○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

(投信スーパーセンター)
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号 ○ ○ ○ ○

日産センチュリー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号 ○ ○

株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第170号 ○

ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号 ○ ○

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第152号 ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号 ○ ○

明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第185号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○

リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号 ○ ○

安藤証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第1号 ○ ○

コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号 ○ ○ ○

髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第20号 ○

内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第24号 ○ ○

ひびき証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第32号 ○ ○

岩井証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第335号 ○ ○

香川証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第3号 ○

二浪証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第6号 ○

株式会社荘内銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第6号 ○

株式会社八千代銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第53号 ○ ※１

ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号 ○ ○

楽天銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第609号 ○ ○

株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第624号 ○ ○

株式会社広島銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第5号 ○ ○

＜備考欄の表示について＞

※１　新規のお取扱いを行っておりません。
※２　記載の日付より新規お取扱いを開始します。

※３　記載の日付以降の新規お取扱いを行いません。

＜ご留意事項＞
・上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。

・上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを行っている場合があります。

・詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。
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